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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。ただいまの出席議員は１３名でありま

す。

定足数に達しておりますので、これから平

成２４年第２回美幌町議会定例会第１４日目

の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１２番吉住博幸さん、１３番橋

本博之さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましては、第１日目と同

様でありますので、御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日欠席の

旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第３５号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

２号美幌町住民投票条例の制定についてから

議案第３５号平成２４年度美幌町病院事業会

計予算についてまでの２４件を議題としま

す。

議案第１２号美幌町住民投票条例の制定に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１３号美幌町乳幼児等医療費の助成

に関する条例及び美幌町重度心身障害者及び

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを採決し

ます。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１４号美幌町保育所条例及び美幌町

学童保育所条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１５号美幌町子ども発達支援セン

ター条例の一部を改正する条例制定について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１６号美幌町介護保険条例の一部を
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改正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１７号美幌町民会館条例の一部を改

正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１８号美幌町有林野条例の一部を改

正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１９号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２０号美幌町都市公園条例の一部を

改正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２１号美幌町図書館条例の一部を改

正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２２号美幌町マナビティーセンター

条例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２３号美幌町博物館条例の一部を改

正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２４号美幌町公営企業の剰余金の処

分等に関する条例の制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２５号美幌町水道給水条例の一部を

改正する条例制定についてを採決します。
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この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２６号指定管理者の指定についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２７号指定管理者の指定についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議運のために暫時休憩いたします。再開を

１０時３０分といたします。

午前１０時１１分 休憩

────────────────

午前１０時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎議会運営委員長報告

○議長（古舘繁夫君） 休憩中に議会運営委

員会が開かれましたので、委員長から、その

結果について報告を求めます。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） 休憩中に議会運営

委員会を開催しましたので、その内容につい

て報告いたします。

本日予定していた議案審議が円滑に進んで

いることから、日程第２ 議案第１２号から

議案第３５号の次に、報告第５号美幌町自治

基本条例に基づく議会改革特別委員会調査結

果報告について、発議第１号美幌町議会会議

規則の一部を改正する規則制定について、報

告第３号定期監査報告について、報告第４号

例月出納検査報告について、１１月から１月

分です。報告第６号専決処分の報告につい

て、閉会中の継続調査について、以上の日程

をお手元に配付した日程追加事件として本日

の日程に追加することにいたしました。

なお、本定例会に付議されたすべての案件

は、本日、１４日目で審議することになり、

当初の会期は３月２３日までの１６日間であ

りましたが、会期を繰り上げ、本日までの１

４日間に変更いたします。

議員各位及び説明員の方々の御理解と御協

力をお願いいたします。

議会運営委員会委員長として報告させてい

ただきました。

─────────────────────

◎日程追加の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告の

あったとおり、日程第２ 議案第１２号美幌

町住民投票条例の制定についてから議案第３

５号平成２４年度美幌町病院事業会計予算に

ついての次に、報告第５号美幌町自治基本条

例に基づく議会改革特別委員会調査結果報告

について、発議第１号美幌町議会会議規則の

一部を改正する規則制定について、報告第３

号定期監査報告について、報告第４号例月出

納検査報告について、報告第６号専決処分の

報告について及び閉会中の継続調査について

を日程に追加し、追加日程第１から第６まで

として、それぞれ議題にしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、報告第５号、発議第１号、報

告第３号、報告第４号、報告第６号及び閉会
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中の継続調査についてを日程第２の次に、追

加日程第１から第６までとして、それぞれ議

題とすることに決定いたしました。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第３５号まで

○議長（古舘繁夫君） 議案第２８号平成２

４年度美幌町一般会計予算についてを採決し

ます。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２９号平成２４年度美幌町国民健康

保険特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３０号平成２４年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３１号平成２４年度美幌町介護保険

特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３２号平成２４年度美幌町公共下水

道特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３３号平成２４年度美幌町個別排水

処理特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３４号平成２４年度美幌町水道事業

会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３５号平成２４年度美幌町病院事業

会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎追加日程第１ 報告第５号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１ 報告

第５号美幌町自治基本条例に基づく議会改革

特別委員会調査結果報告についてを議題とし
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ます。

職員に報告書の調査の結果についてのみ朗

読させます。

○事務局次長（荒井紀光子君） 朗読いたし

ます。

３、調査の結果。

美幌町自治基本条例（以下「自治基本条

例」という）は、約５年の歳月を経て平成２

３年４月１日施行された。その間、美幌町議

会からも５人の議員が町民会議の一員として

ともに協議を重ね、自治基本条例を完成させ

た。

全国的に、議会独自で議会基本条例が作成

されている中にあって、美幌町議会は、美幌

町の自治の最高規範である自治基本条例に、

議会や議員のあるべき姿とともに町民参加に

よる議会運営のあり方をゆだねることとし

た。

自治基本条例制定後１年以内を目標に、議

会運営の見直しを含め、関係条文等の整理が

必要となったことから、自治基本条例に基づ

く議会改革に関する調査のため、議長を除く

全議員１３人で構成する「美幌町自治基本条

例に基づく議会改革特別委員会（以下「委員

会」という）を、平成２３年５月１０日開催

の第４回美幌町議会臨時会において設置し

た。

これまで全２１回の委員会で議論を行うと

ともに、改革項目の試行や先進議会の事例収

集をするなど調査を重ねてきた結果、次のと

おり意見の集約を見たので、報告する。

本委員会は、自治基本条例の趣旨に沿うこ

とを念頭に、今後の美幌町議会のあり方を模

索しながら自治基本条例第７章「議会」を中

心に、８項目の調査項目を設定した。８項目

の中には、既に実施しているもの、試行中の

ものもあることから、それらの精査、充実を

含め、議論を深めてきたところである。

(１)参考人制度及び公聴会制度（自治基本

条例第２９条第１項）について。

参考人制度及び公聴会制度については、既

に美幌町議会委員会条例に規定されているた

め、自治基本条例に基づく見直しは必要とし

ない。しかしながら、町民の専門的または政

策的識見等を議会の討議に反映させるため、

その活用を図ることとしたい。

(２)請願及び陳情（自治基本条例第２９条

第２項）について。

請願及び陳情を町民の政策提案と位置づけ

ている自治基本条例の趣旨を踏まえ、請願者

の意見等を聞く機会を確保することとした。

このため、請願者を参考人制度に基づく参考

人として、必要に応じ招致することとし、会

議規則等の改正を行うこととした。

(３)町民との意見交換（自治基本条例第２

９条第３項）について。

町民との直接対話の機会を確保するため、

町民との意見交換会を年１回以上設けること

とし、実施に当たっては、柔軟に対応できる

よう、その都度要綱等を整備して対応するこ

ととした。

なお、平成２３年度は、議会報告会とあわ

せて同一日に２回開催した。

(４)議会報告会（自治基本条例第２９条第

４項）について。

町民との情報共有と連携を図るとともに、

町民に対する説明責任を果たす場として、議

会報告会を年１回以上設けることとし、実施

に当たっては、町民との意見交換会と同様に

その都度要綱等を整備して対応することとし

た。

なお、平成２３年度は、町民との意見交換

会とあわせて同一日に２回開催した。

(５)議会広報、インターネット中継（自治

基本条例第２９条第５項）について。

議会広報は、議会の活動状況、経過、結果

を町民に知らせるため、昭和３５年５月１５

日に第１号が発刊され、現在２０３号となっ

ている。さらに内容を充実させ、町民に適切

な情報を提供することとしたい。

インターネット中継は、平成２１年５月か

ら「開かれた議会」を目指す議会改革の一環

として既に試行的に行ってきている。同年９

月からは録画も試行的に配信しており、ライ
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ブ中継を含め、一定の成果を上げているもの

と認識している。

今後は、さらに問題点を整理、改善した上

で情報の的確な提供のため、本格実施に向け

て議論を深めていくこととした。

(６)一問一答方式（自治基本条例第３０条

第１項）について。

従来から一般質問においては、２回目以降

の質問は原則として一問一答方式で行われて

いる。さらに自治基本条例の趣旨である「広

く町政上の論点及び争点を明確にする」た

め、質疑や緊急質問においても一問一答方式

を採用し、平成２３年６月定例会から試行す

るとともに、会議規則等の改正を行うことと

した。

(７)質疑及び質問に対する反問（自治基本

条例第３０条第２項）について。

一般質問においては、既に反問権の試行を

行ってきたが、さらに政策論議の活性化を図

るとともに町長等と議員との間に緊張関係を

確保するため、平成２３年６月から一般質問

のすべての質問項目を対象に反問権を導入す

ることとした。一般質問において反問権が行

使されたときは、一般質問の時間を３０分間

延長することとし、平成２３年６月定例会か

ら試行を行ってきた。

なお、質疑や緊急質問においても、一般質

問と同様に反問できるものとし、一問一答方

式とあわせ、会議規則等の改正を行うことと

した。

(８)自由討議（自治基本条例第３１条第１

項）について。

これまでの本会議での議論は、議案の審議

を含め、そのほとんどが町長等への質疑に終

始していることから、今後、議員間での議論

を尽くすため、また、結論に至る過程を町民

にわかりやすく示すため、自由討議を積極的

に行うこととした。

自由討議の導入に向け、議場整備のほか、

自由討議の開始要件、議論の進め方などの

ルールづくりに時間を割いてきた。実施に当

たって、会議規則等の改正を行うこととし

た。

議場の改修等予算を伴うものについては、

将来を見据えて対応することが必要なため、

今後も議論を継続することとする。

なお、委員会等においては、既に自由討議

と同様の取り扱いを行っているため、改めて

会議規則等の改正は行わないことを確認し

た。

本委員会は、平成２４年３月末を期限とし

て設置された。改選後の新しい議会体制での

設置でもあり、委員間の意見の調整に時間を

費やした部分も多くあったが、自治基本条例

の趣旨に沿った議会運営のために必要な整備

を行うことができたものと確信している。

しかしながら、今回、会議規則等の改正を

行おうとしている項目も、実際に実施してい

く中で精度を高めていくことが必要と考えて

いる。また、議会を改革するための項目は多

岐にわたり、課題も多く、現在、国会で審議

中の地方自治法の改正が行われれば、新たな

議会のあり方が示されることとなる。

今後は、自治基本条例に規定されているか

否かにかかわらず、町政の一翼を担う議会の

役割を認識しながら、町民の信託にこたえる

ことができるよう議会改革、議会活性化に積

極的に取り組んでいくこととしたい。

○議長（古舘繁夫君） それでは、委員長よ

り報告を求めます。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君）〔登壇〕 初めに、

私からは、議会改革、議会活性化に対する今

後の取り組みについて報告いたします。

一年間という限られた中での調査、協議で

ありましたが、自治基本条例の趣旨に沿った

議会運営を目指し、必要と思われる整備を

行ったものの、将来を通してこれが最善であ

るとは言い切れない。委員会報告にも記載し

たとおり、実際に実施していく中で思考を重

ね、制度の成熟を図る必要があるものと考え

ています。

また、地方自治法改正の動きも視野に入

れ、協議のための新たな仕組みも検討しなが
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ら、継続して行政とのかかわりも含めた議会

のあり方を議員間で協議すべきものとも考え

ています。

終わりに。

自治基本条例に基づく本委員会は、報告を

もって一定の役割を終了しますが、美幌町議

会の議会改革に終わりはないことを認識し、

委員一同、今後も自治基本条例の趣旨を踏ま

えながら、鋭意努力して議会改革、議会活性

化に取り組んでまいりたいと思います。

以上、委員長報告といたします。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、美幌町自治

基本条例に基づく議会改革特別委員会調査結

果報告についてを終わります。

ただいまの報告をもって、美幌町自治基本

条例に基づく議会改革特別委員会の調査を終

了します。

─────────────────────

◎追加日程第２ 発議第１号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第２ 発議

第１号美幌町議会会議規則の一部を改正する

規則制定についてを議題とします。

これから、発議第１号美幌町議会会議規則

の一部を改正する規則制定についてを採決し

ます。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎追加日程第３ 報告第３号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第３ 報告

第３号定期監査報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第３号定期監査報告については、

これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第４ 報告第４号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第４ 報告

第４号例月出納検査報告について（１１月～

１月分まで）。

お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第４号例月出納検査報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第５ 報告第６号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第５ 報告

第６号専決処分の報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第６号専決処分の報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第６ 閉会中の継続調査について

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第６ 閉会

中の継続調査について。

各委員会から、お手元に配付した印刷物の

とおりの申し出がありますので、これを承認

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員会の申し出のとおり承

認することに決定しました。

─────────────────────

◎閉会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本定例会に付議された案件は、すべて終了

しました。

したがって、会議規則第７条の規定によ
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り、本日で閉会いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は本日で閉会するこ

とに決定いたしました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 会議を閉じます。

これで、平成２４年第２回美幌町議会定例

会を閉会します。

御苦労さまでした。

午前１０時５５分 閉会
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